
室料差額料・文書料の改定について（令和８年２月より） 

 

 

入院室料差額料・文書料金等については、従来価格の据え置きとするため努めてまいりま

したが、文書内容の多様化・複雑化、昨今の諸経費の上昇を受けまして、令和８年２月１日

より、下記のとおり改定させていただくこととなりました。何卒ご理解賜りますようお願い

申し上げます。 

 

 

室料差額 

種類 改定前（税込） 改定後（税込） 

ユニット部屋（４床室） １，６５０円 ２，２００円 

ユニット部屋（２床室） ２，７５０円 ３，３００円 

個室 ３，３００円 ４，４００円 

特別室 ６，６００円 ７，７００円 

 

 

文書料 

種類 改定前（税込） 改定後（税込） 

 診断書（普通）  ２，２００円 ３，８５０円 

 診断書（指定外）  ３，３００円 ５，５００円 

 生命保険診断書  ７，７００円 ７，７００円 

 年金診断書 ５，５００円 ５，５００円 

 身体障害者診断書  ４，４００円 ４，４００円 

 自賠責診断書  ７，７００円 ７，７００円 

 後遺症診断書  ８，８００円 ８，８００円 

 自賠責明細書  ４，４００円 ５，５００円 

 死亡診断書  ５，５００円 ５，５００円 

死亡検案書  ５，５００円 ５，５００円 

 

※ 令和８年２月１日より前から入院特別室に入院されている方は、２月１日以降新料金で

の請求となります。 

※ 令和８年２月１日以降受付分の文書より、新料金が適用となります 

 

 

秋田労災病院 院長 


